
税
第
３
日
曜
は
納
税
相
談
窓
口

　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

に
、
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

日
時
＝
９
月
20
日
㈰
、
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
４
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

問
同
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
２

３
３そ

の
他
の
情
報

□
教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

日
時
＝
９
月
10
日
㈭
午
前
11
時

会
場
＝
市
立
図
書
館

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
午
前
10
時
30
分
〜
50
分
に
会

場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課
☎
０

２
７
―
８
９
８
―
５
８
０
２

□
宝
く
じ
の
助
成
金
で
地
域
整
備

　

県
市
町
村
振
興
協
会
で
は
、
宝
く

じ
の
収
益
金
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
へ

の
支
援
を
実
施
。
本
年
度
は
下
細
井

町
自
治
会
が
印
刷
機
や
災
害
用
備
蓄

倉
庫
、
会
議
用
机
の
購
入
の
た
め
に

助
成
を
受
け
ま
し
た
。

問
生
涯
学
習
課
☎
０
２
７
―
２
１
０

―
２
１
９
８

□
お
も
ち
ゃ
の
病
院

　

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
無
料
で
修
理

し
ま
す
。

日
時
＝
①
９
月
13
日
㈰
②
15
日
㈫
③

20
日
㈰
、
午
前
10
時
〜
正
午

会
場
＝
①
は
南
橘
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
②
は
城
南
支
所
③
は
総
合
福

祉
会
館

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
０
２

７
―
２
３
２
―
３
８
４
８

□
市
民
の
茶
席

日
時
＝
10
月
４
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
３
時

会
場
＝
臨
江
閣
本
館

問
前
橋
茶
道
会
・
上
條
宗
英
さ
ん
☎

０
２
７
―
２
６
３
―
２
０
４
８

健　
　

康

お
い
し
く
楽
し
く
健
康
に

□
は
っ
ぴ
ぃ
健
康
ク
ッ
キ
ン
グ

日
時
＝
10
月
５
日
㈪
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
１
時
30
分

会
場
＝
第
五
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
一
般
、
先
着
30
人

内
容
＝
管
理
栄
養
士
の
講
話
、
食
生

活
改
善
推
進
員
に
よ
る
調
理
実
習

費
用
＝
４
０
０
円

そ
の
他
＝
託
児
希
望
者
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い

申
９
月
28
日
㈪
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７
８
３
へ

更
年
期
を
前
向
き
に
乗
り
切
ろ
う

□
40
歳
か
ら
の
健
康
レ
デ
ィ
講
座

日
時
＝
10
月
７
日
・
14
日
の
水
曜
２

回
、
午
前
９
時
30
分
〜
正
午

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
30
歳
〜
50
歳
代
の
女
性
、
先

着
30
人

内
容
＝
保
健
師
や
管
理
栄
養
士
の
話
、

健
康
運
動
指
導
士
に
よ
る
軽
体
操
・

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
体
験
な
ど

申
９
月
30
日
㈬
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７
０
８
へ

自
分
に
合
っ
た
方
法
で
禁
煙
を

□
禁
煙
チ
ャ
レ
ン
ジ
塾

日
時
＝
10
月
14
日
㈬
・
15
日
㈭
・
16

日
㈮
、
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

内
容
＝
呼
気
一
酸
化
炭
素
濃
度
測
定
・

尿
中
ニ
コ
チ
ン
代
謝
物
濃
度
測
定
、

保
健
師
と
の
面
接

申
10
月
７
日
㈬
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７
８
４
へ

運
動
の
基
本
を
学
ん
で
健
康
に

□
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
・
ト
ラ
イ
運
動
教
室

日
時
＝
10
月
20
日
㈫
〜
来
年
２
月
23

日
㈫
の
14
回
、
午
前
９
時
30
分
〜
11

時
30
分

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
運
動
制
限
の
な
い
64
歳
以
下

で
初
参
加
の
人
、
先
着
30
人

内
容
＝
体
力
測
定
、
運
動
と
栄
養
の

話
、
ス
ト
レ
ッ
チ
や
ダ
ン
ベ
ル
な
ど

の
運
動
実
習

申
10
月
13
日
㈫
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７
０
８
へ

受
給
者
証
の
更
新
申
請
忘
れ
ず
に

　

現
在
発
行
中
の
特
定
医
療
費
（
指

定
難
病
）
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は

12
月
31
日
㈭
で
す
。
引
き
続
き
制
度

の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
９
月

３
日
㈭
か
ら
10
月
23
日
㈮
ま
で
に
、

前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
健
康
増
進
課

へ
更
新
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
９
月
13
日
㈰
・
27
日
㈰
・

10
月
４
日
㈰
・
11
日
㈰
・
18
日
㈰

は
、午
前
10
時
か
ら
午
後
２
時
ま
で
、

日
曜
日
も
受
け
付
け
ま
す
。

問
同
課
☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７

８
５

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
２
７
―
２
３
４
―
４
９
７
０

　

健
康
相
談
と
原
稿
検
索
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ア

ド
レ
ス
はhttp://w

w
w
.raijin.

com
/kenko/

で
す
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
Ｃ
型
肝
炎

の
基
礎
知
識
〈
火
曜
〉
Ｃ
型
肝
炎
の

症
状
と
治
療
〈
水
曜
〉
胃
の
痛
み
と

胃
薬
〈
木
曜
〉
胸
の
痛
み
〈
金
曜
〉

膝
の
痛
み
〈
土
日
曜
〉
性
交
痛
に
つ

い
て

直
接
相
談
タ
イ
ム
＝
医
師
が
直
接
相

談
。
９
月
17
日
㈭
（
歯
科
）、
午
後

７
時
30
分
〜
９
時

９月の各種無料相談
相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜、午後１時～４時
（予約は前週の木曜、
午後２時から電話で）

市役所市民相談室

行政相談
☎027-898-6100

９月８日㈫
午後１時～３時

かすかわ老人福祉センター

９月10日㈭
午後１時～３時

大胡支所

９月11日㈮
午後１時～３時

上川淵市民サービスセンター

９月16日㈬
午後１時～４時

市役所市民相談室

９月18日㈮
午後１時～３時

宮城支所

９月25日㈮
午後１時～３時

南橘市民サービスセンター

10月２日㈮
午後１時～３時

東市民サービスセンター

10月７日㈬
午後１時～３時

富士見支所

人
権
標
語

笑
顔
の
わ

み
ん
な
の
心
を

強
く
す
る

元
総
社
南
小
５
年　

金
井　

千
夏
さ
ん

※市民相談（☎027-898-6100）、ＤＶ・セクハラ相談（☎027-898-6520）、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子家庭相談（☎027-220-5701）、女性相
談（☎027-220-5700）は午前８時30分～午後５時15分。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は月曜～金曜の午前９時～午後７時、土曜は午前９時～午後
５時。就学に向けての相談（☎027-210-1234）は月曜～金曜の午前９時～午後５時。自殺予防「群馬いのちの電話」（☎027-221-0783）は午前９時～午前０時。

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

登記相談
☎027-898-6100

９月11日㈮
午後１時～４時 市役所市民相談室

公証相談
☎027-898-6100

９月14日㈪
午後１時～４時 市役所市民相談室

人権相談
☎027-898-6100

９月18日㈮
午後１時～４時 市役所市民相談室

行政書士相談
☎027-898-6100

10月５日㈪
午後１時～４時 市役所市民相談室

成人のための月いち
健康相談
☎027-220-5708

９月29日㈫
午前９時～11時 前橋保健センター

精神科医によるここ
ろの相談
☎027-220-5785

９月９日㈬・30日㈬、
午後１時30分～３時
（各予約制） 市保健所

若者のこころの相談
☎027-220-5785

９月15日㈫午後１時
30分～３時（予約制）

就労相談
☎027-231-3211

火曜～土曜、午前10
時～午後４時 前橋テルサ

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜～金曜、午後１時
～４時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルト
ガル語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜・午後１時～５時、
木曜・午前９時～午後
１時

市役所外国人相談窓口

健康 帳
心配な人はかかりつけ医などで受診してください。

手手

　マダニは体長２㎜～８㎜の大型のダニであり、草木
の上に生息し、人や動物の皮膚に吸着して吸血します。
マダニの生息しているところは山林だけでなく、都市
部を含めたどこにでもいる可能性があり、庭や公園、
空き地などの草木の茂っているところでも被害にあう
ことがあります。また、飼い犬などが被害にあうこと
もあります。マダニは頭をしっかりと皮膚にくいこま
せて吸血し続けるため、無理に引き抜くと、体だけち
ぎれて頭が皮膚に残ってしまいます。ピンセットで根
元から取るか、皮膚科で除去してもらうとよいでしょう。

　マダニが媒介する病気もあり、マダニに刺された
部分の周りが３日以上経ってから赤く腫れたり、発
熱などの症状が出てきたりしたら要注意です。医療
機関を受診してください。
　アウトドアでは、肌の露出の少ない服装をして、
ズボンの裾の隙間もなるべくふさぐようにし、マダ
ニの衣類内への侵入を予防します。また、帰宅後は
マダニの皮膚への付着をチェックし、特に乳幼児や
高齢者では、被髪頭部への付着の有無も調べておき
ましょう。 前橋市医師会　岩﨑智子

マダニに注意

大切なみんなの命

一人一人が気づいて見守ろう
　９月10日㈭～16日㈬は自殺予防週間
です。自殺の原因・動機別で多いのは、
健康問題や経済・生活問題、家庭問題
などです。亡くなった人の多くが自殺
する前にうつ病などの心の病気を抱え
ていたことが分かっています。悩んで
いる人に気付いたら、まずは話を聞き、
早めに専門機関への相談を勧めてくだ
さい。
専用電話番号＝ここ
ろの健康相談統一ダ
イヤル☎0570-064-
556、群馬いのちの
電話☎027-221-0783
問健康増進課☎027-
220-5785

市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111

くらしの情報申＝申し込み　問＝問い合わせ
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